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4.10% 4.10% 4.14%

　（単位：千円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
- 117,123 63,393 134,290 122,167
- 3,172 1,638 1,024 817
- 787 2,457 3,220 3,129
- 105 121 173 106
- 6,682 2,867 5,147 4,163
- 2 2 2 1
-
-
-
- 127,871 70,478 143,856 130,383
- 3,661,981 3,723,447 3,801,843 3,940,882

- － － － －
- (3.49%) (1.89%) (3.78%) (3.30%)

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
- 4,313 29,648 35,298 23,326
- 29 38,943 792 0
- - 3,638 3,979 7,186
-
-
-
-
-
-

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3,720 2,927 2,753 1,735
- 14,253 8,685 8,598 9,562
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 150,186 154,319 195,276 172,192
- 3,661,981 3,723,447 3,801,843 3,940,882

- － － － －
- (4.10%) (4.14%) (5.13%) (4.36%)

　○用語解説

・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの
・実質赤字比率：地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
・実質赤字額：当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
・連結実質赤字比率：地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率
・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産の
　額を控除した額、法非適用企業の場合：基本的に一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額）
・公営企業：地方公共団体が経営する企業（地方公営企業法が適用される法適用企業とそれ以外の法非適用企業に分類）
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会　計　名

遠賀霊園事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

老人保健特別会計

後期高齢者医療特別会計

合　　計　（１）
標準財政規模

（黒字の比率（％））
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公共下水道事業特別会計
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非
適
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企
業

宅地造成
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農業集落排水事業特別会計

標準財政規模

実質収支額

資金不足・剰余額

一般会計等以
外の特別会計
のうち公営企
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会計以外の会
計

◎ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移
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40 　　　

　○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした

　　額（※）と比べたときの率をいいます。

　　　　（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

　○　実質公債費比率は、以下に示すように、(1)単年度の実質公債費の比率を計算し、(2)その過去３ヶ年の平均値を計算することに

　　より算定します。

　　（１）単年度の実質公債費の比率を計算（下はH22決算数値の場合）

元利償還金等(a) 算入公債費等の額(b) 一般会計等の負担額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

標準財政規模(c) 算入公債費等の額(b) 比較する財政の規模（分母）

　　（２）過去３ヶ年の平均値を計算（小数第２位以下切捨て）

＋

＋

　○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去

　　からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計

　　等が負担する地方債の償還の内容について具体的に分析する上で有益です。

○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「元利償還金等(a)」の内訳 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

①元利償還金 13.7 7.0 0.1 2.7

②満期一括償還債

③公営企業債等繰入額 6.1 13.8 ▲ 16.4 9.0

④組合等負担等額 4.9 ▲ 14.9 2.0 ▲ 21.8

⑤債務負担行為 皆増    皆減

⑥一時借入金

元利償還金等(a) 10.8 4.4 ▲ 2.7 0.2

○　「算入公債費等の額(b)」の内訳 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

公債費算入（元利） 33.7 17.7 9.7 9.9

公債費算入（準元利） 1.1 0.0 14.6 4.5

事業費補正（元利） 7.4 1.7 ▲ 17.3 8.0

事業費補正（準元利） 5.1 0.0 7.0 ▲ 14.8

密度補正（元利）

密度補正（準元利）

算入公債費等の額(b) 15.3 7.4 3.0 1.1

◎　一般会計等の負担額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

(a)－(b) 増減率 増減率 増減率 増減率

一般会計等の
負担額

6.3 1.1 ▲ 9.4 ▲ 1.0

H18決算

364,949

10.9%32.82720604  / ３ ＝

367,647 424,004 455,484 469,077

平成22年度
の実質公債

費比率

99,888

732,596

0 509

9,472 9,576 9,579

H18決算

0

0 0 0 0

0 0 0

392,299

141,033 148,192 148,261 158,658

H19決算 H20決算

388,045

91,464 98,234 89,211

168,002 197,756 216,851

10,982

125,678

0 0

812,049 847,783 824,661

H22決算

0 0 0 0

H19決算 H20決算 H21決算

570,058 570,758

132,124 138,637 117,960 120,335

132,256 140,334 159,765 133,568

H18決算 H19決算 H20決算 H21決算

0 0 0 0

468,216 532,569

H21決算

＝

H22決算単年
度の実質公債

費の比率

351,996

3,466,752474,130

－

－

遠賀町

平成18年度

11.7%

平成19年度

11.2%

＝

355,584

実質公債費比率
平成20年度 平成22年度

＝
826,126 474,130

3,940,882

11.7%

＝

11.5%

11.7% 11.5%

平成21年度

10.15348084%

10.9%

12.00438928

10.66933592

10.15348084

(H20単年度の実質公債費比率)

(H21単年度の実質公債費比率)

(H22単年度の実質公債費比率)

238,305
11,481

0
0

474,130

351,996

H22決算

145,647

94,074

0

0

826,126

82,586

135,133

H22決算

586,405

0

◎ 実質公債費比率の状況と推移

（※平成18年度の実質公債費比率は、地方財政状況調査に基づく数値。）
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40 　　　遠賀町
11.7% 11.5%◎ 実質公債費比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「標準財政規模(c)」の内訳 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

標準税収入額等 5.7 ▲ 1.8 ▲ 2.5 ▲ 6.7

普通交付税額 ▲ 3.9 13.3 2.8 15.2

臨時財政対策債発行可能額 ▲ 9.3 ▲ 6.3 55.2 45.8

標準財政規模(c) 2.2 1.7 2.1 3.7

算入公債費等の額(b) 15.3 7.4 3.0 1.1

◎　比較する財政の規模（分母） 　　　　　（単位：千円、％）

(c)－(b) 増減率 増減率 増減率 増減率

比較する財政の
規模 0.7 0.9 2.0 4.0

　　　　　（単位：％）

増減率 増減率 増減率 増減率

5.6 0.2 ▲ 11.1 ▲ 4.8

○　経年推移グラフ

○用語解説
・一般会計等 ： 地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模 ： 標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの
・①元利償還金 ： 一般会計等に係る公債費の額から、繰上償還等の額及び公債費充当特定財源(※)の額を控除した額
　　　　(※ 地方公共団体財政健全化法施行に伴い、平成19年度算定から算定ルールが変更され、都市計画税充当可能額が特定財源として追加)
・②満期一括償還債 ： 実際の償還額ではなく、償還期間30年の元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
　　　　　　　　　　　　　　（減債基金積立不足額を考慮して算定した額はここに含めている。）
・③公営企業債等繰入額 ： 一般会計等から一般会計等以外への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
・④組合等負担等額 ： 一部事務組合等への負担金・補助金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
・⑤債務負担行為 ： 債務負担行為に基づく当該年度の支出のうち公債費に準ずるもの
・⑥一時借入金 ： 当該年度に支出した一時借入金の利子
・算入公債費等の額 ： 地方債の元利償還金額及び準元利償還金額のうち、当該年度の普通交付税の算定において基準財政需要額として算入
　　された額（算入の方式として、公債費算入、事業費補正算入及び密度補正算入の３通りがある。）

2,540,218

907,022

201,136

H21決算H18決算

2,402,175

944,166

H19決算

312,172

3,723,447

H20決算

3,661,9813,583,012

H19決算

3,267,963

236,671

367,647

3,215,365

H18決算

単年度の実質公
債費の比率

3,801,843
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11.35015776
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百万円 元利償還金等（ａ）の総額及び内訳

①元利償還金 ②満期一括償還債

③公営企業債等繰入額 ④組合等負担等額

⑤債務負担行為 ⑥一時借入金

365

388

392

356

352

11.7%
11.2%

11.7% 11.5%
10.9%

11.4%
12.0% 12.0%

10.7%
10.2%
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20%

25%

330
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350
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390

400

H18決算 H19決算 H20決算 H21決算 H22決算

百万円
一般会計等の負担額及び実質公債費比率

一般会計等の負担額
実質公債費比率（３ヶ年平均）

実質公債費比率（単年度）

（＊実質公債費比率（単年度）は小数第２位を四捨五入して表示。）
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40 　　　　　

　○　将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、その地方公共団体の一般会計等が将来負担

　　すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とした額（※）と比べたときの率をいいます。

　　　　（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

　○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。

　　・平成22年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数第２位以下切捨て）

将来負担額(A) 充当可能財源等(B) 実質的な将来負債額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

標準財政規模(C) 算入公債費等の額(Ｄ) 比較する財政の規模（分母）

＊　将来負担比率は、実質的な将来負債額（分子）が負の場合、該当なしとなる(「－」で表示)。

　○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去か

　　らの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　○　特に「将来負担額(Ａ)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償

　　を行っている出資法人等に係るものも含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について具体的に分析

　　する上で有益です。

○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　〔計算式：「将来負担額(Ａ)」－「充当可能財源等(Ｂ)」〕

○　「将来負担額(A)」の内訳 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

①地方債の現在高 － ▲ 2.6 ▲ 2.0 2.6

②債務負担行為 － 18.9 29.6 18.5 ###

③公営企業債等繰入見込額 － ▲ 4.1 ▲ 7.3 ▲ 3.4 ###

④組合等負担等見込額 － ▲ 13.6 ▲ 16.9 ▲ 13.8 ###

⑤退職手当負担見込額 － 8.0 ▲ 10.4 ▲ 0.9 ###

⑥負担見込額〔地方道路公社〕 － ###

⑦負担見込額〔土地開発公社〕 － ###

⑧負担見込額〔第三ｾｸﾀｰ等〕 － ###

⑨負担見込額〔地方独法〕 －

⑩連結実質赤字額 － ###

⑪組合等連結実質赤字額 －

将来負担額(A) － ▲ 2.8 ▲ 4.9 ▲ 0.1

○　充当可能財源等(B) 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

充当可能基金 － 2.3 ▲ 3.6 3.1

特定歳入〔都市計画税以外〕 － 12.0 1.6 0.5

特定歳入〔都市計画税〕 －

交付税算入見込額 － ▲ 0.3 2.8 2.1

充当可能財源等(B) － 1.2 0.2 2.4

◎　実質的な将来負債額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

(A)－(B)〔算定の分子〕 増減率 増減率 増減率 増減率

実質的な将来負債額 － ▲ 50.0    皆減
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遠賀町
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＝
10,320,542

0

0

－

H18決算 H19決算

4,015,356

10,333,463

0

4,107,374

406,075 454,979

－
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－
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－
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－

－

－

0

0

872,896

H18決算

3,448,502

H19決算

5,951,655－

110,862－

－

00

－ 5,865,877

－

－

783,833

880,820

0

0
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0

0

0

0

0

0
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852,116

▲ 119,895

H21決算

H21決算
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3,959,211

10,453,358

844,371

0

131,770
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H22決算

▲ 384,352

10,864,539

10,428,230

H20決算
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202,341
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40 　　　　　遠賀町
◎ 将来負担比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕

○　標準財政規模(C)、算入公債費等の額(D) 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

標準財政規模（C） － 1.7 2.1 3.7

・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産の算入公債費等の額(D) － 7.4 3.0 1.1

◎　比較する財政の規模（分母） 　　　　　（単位：千円、％）

(Ｃ)-(Ｄ)〔算定の分母〕 増減率 増減率 増減率 増減率

比較する財政の規模 － 0.9 2.0 4.0

○　経年推移グラフ

○用語解説
・一般会計等 ： 地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計

・標準財政規模 ： 標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの

・①地方債の現在高 ： 一般会計等の前年度末における地方債現在高

・②債務負担行為 ： 債務負担行為に基づく支出予定額（地方債を財源とできる地方財政法第５条各号に定める経費等に係るもの）

・③公営企業債等繰入見込額 ： 一般会計等以外の会計（公営企業会計等）の地方債の元金償還に充てるため、一般会計等からの繰入れが

　　必要と見込まれる額

・④組合等負担等見込額 ： 当該市町村が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てるため、当該市町村からの負担等が必要と

　　見込まれる額
・⑤退職手当負担見込額 ： 退職手当支給予定額（全職員が前年度末に自己都合退職すると仮定した場合の要支給額）のうち、一般会計等に

　　おいて実質的に負担することが見込まれる額

・⑥負担見込額〔地方道路公社〕、⑦負担見込額〔土地開発公社〕、⑧負担見込額〔第三セクター等〕、⑨負担見込額〔地方独法〕

　　： 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額やその者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・
　 　経営状況を勘案して一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

・⑩連結実質赤字額 ： 地方公共団体の一般会計等及び公営事業会計における連結ベースでの実質赤字額

・⑪組合等連結実質赤字額 ： 一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち、一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額
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百万円 将来負担額（A）の総額及び内訳

①地方債の現在高 ②債務負担行為

③公営企業債等繰入見込額 ④組合等負担等見込額

⑤退職手当負担見込額 ⑥負担見込額〔地方道路公社〕
⑦負担見込額〔土地開発公社〕 ⑧負担見込額〔第三ｾｸﾀｰ等〕

⑨負担見込額〔地方独法〕 ⑩連結実質赤字額

⑪組合等連結実質赤字額
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実質的な将来負債額、比較する財政の規模及び将来負担比率

実質的な将来負債額（分子） 比較する財政の規模（分母） 将来負担比率
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百万円 充当可能財源等（B）の総額及び内訳

充当可能基金

特定歳入〔都市計画税以外〕

特定歳入〔都市計画税〕

交付税算入見込額
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